
会 議 等 報 告 書 

１ 会議等名 糸島市地域公共交通会議（第１６回） 

２ 開催日時 平成２８年６月２７日（月）  １５時００分 ～ １６時００分  

３ 開催場所 糸島市役所 本館３階 庁議室 

４ 出席者 別紙のとおり 

５ 協議事項 

 

（１）糸島市コミュニティバス等利用・収支状況について（報告） 

事務局より、平成27・28年度コミュニティバス、路線バスの利用者数、収支状況等を

報告。（別紙資料P3～P8参照） 

・利用者数の増加に伴い、市負担額も減少しているのか。また、市街地循環線の赤字額が

大きいがどのような状況か。（委員） 

→利用者数の増加と燃料費単価の減に伴い、市負担は前年度に比べ約４００万円減少し

ている。市街地循環線については利用者数が伸び悩んでおり、現在の２台体制から１台体

制へ変更することも視野に入れ見直しを検討していきたい。（事務局） 

・利用者が少ないと減便するとの説明があったが、利用者数が何人以下になったら減便す

るなどの基準はあるのか。（委員） 

→現在のところ、減便の基準は持ち合わせていない。今年度「地域公共交通網形成計画」

を策定することとしており、その中で基準についても検討していきたい。（事務局） 

（質疑なし。原案どおり承認） 

 

（２）川原線の路線変更及びダイヤ改正について 

事務局より怡土小学校に通学する児童の利便性向上のための路線変更及びダイヤ改正に

ついて説明。 

・今回の改正について教育委員会との調整はしているのか。（会長） 

→学校教育課と調整済みである。（事務局） 

・実施時期を１０月とした理由は何か。（会長） 

→国庫補助の年度初めである１０月からの実施と考えている。また、車内アナウンスの音

声合成などの準備の都合もあり１０月からの実施としたい。 

（原案どおり承認） 

 

（３）地域公共交通網形成計画について 

（４）糸島市地域公共交通会議設置規程の改正について 

※一括提案 

事務局より、今年度「糸島市地域公共交通網形成計画」を策定すること及び計画策定を

審議する機関として「糸島市地域公共交通会議」を位置づけるための規程の改正について

提案。 

 



５ 協議事項 ・コミュニティバス協議会の位置付けはどうなるのか。（委員） 

→コミュニティバス協議会の内容を公共交通会議に引き継ぐことになる。 

・調査内容や調査対象は、この会議で決定するのか。（委員） 

→調査内容の案を事務局で作成し、会議で委員の承認をいただいて実施することとなる。

（事務局） 

・プロポーザル審査会の審査員は誰が務めるのか。（委員） 

→糸島市から企画部長、地域振興課長、地域振興課長補佐の３名、本会議の副会長である

柚木区長会長、学識経験者である九州大学大枝准教授の計５名を考えている。（事務局） 

（質疑なし。原案どおり承認） 

 

（５） 地域公共交通確保維持改善事業について 

1)平成２８年度の国庫補助額について（報告） 

  事務局より平成２８年度の国庫補助内定額18,276千円（運行費補助12,829千円、減

価償却補助5,447千円）である旨報告。 

（質疑なし） 

2) 平成２９年度地域内フィーダー系統確保維持計画について 

 ※事務局よりネットワーク計画、及び国庫補助申請額について説明 

・目標設定に当たっては、利用者の増加を見込み、全路線において前年度収支率の３％増

を目標としている。 

・赤字見込みはの２分の１が国庫補助となるが、糸島市は国庫補助上限額が7,660千円で

あるため、申請額は7,660千円となる。 

・昨年度の計画からの変更点について説明いただきたい。（会長） 

→収支率の目標以外は特に変更点はない。（事務局） 

・国の補助額自体は今後も減少するのか。（委員） 

→国庫補助上限額については、計算式が変わったことにより変更となった。形成計画を作

った自治体、再編実施計画を作った自治体に対して上限額を優遇するような計算式となっ

た。平成２９年度の補助上限額については、２９年度中に形成計画を策定すれば上限額の

算定式が変更となる可能性がある。（河津氏） 

 

（原案どおり承認） 

 

（６）その他 

・今回の川原線のダイヤ改正について、折り返し時間が３分と非常に短い。ダイヤ改正の

際には折り返し時間も考慮していただきたい。（乗務員代表） 
・今年度５回会議を開催するとのことだが、会議日程については早めに決めていただきた

い。できればこの場で調整して決めていただきたい。（委員） 
→調整の結果、８月１９日（金）１５時からの開催となった。 
 



６ 決定事項 ・川原線の路線変更及びダイヤ改正について承認 
・地域公共交通網形成計画について承認 
・糸島市地域公共交通会議設置規程の改正について承認 
・地域公共交通確保維持改善事業について承認 
・次回の会議開催は、平成２８年８月１９日（金）１５時から。会場は後日連絡。 

７ 懸案事項 特になし。 
 



 
■次回会議； 月  日（ ） ：  ～ 
（予定協議案件） 
▼ 

 

糸島市地域公共交通会議【第１６回】 

 

平成２８年６月２７日（月）１５時～ 

糸島市役所 本館３階 庁議室 

 

● 委員出欠    別紙「委員名簿」（P2）参照 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 経過報告 

  

３ 協  議 

（１） 糸島市コミュニティバス等利用・収支状況について（報告） （P3～8） 

※ 別紙資料参照                      【事務局説明】 

 

 

（２） 川原線の路線変更及びダイヤ改正について（P9～11） 

※ 別紙資料参照                      【事務局説明】 

 

 

（３） 地域公共交通網形成計画について（P12） 

※ 別紙資料参照                      【事務局説明】 

 

（４） 糸島市地域公共交通会議設置規程の改正について（P13～14） 

※ 別紙資料参照                      【事務局説明】 

 

 

 

（５）地域公共交通確保維持改善事業について         【事務局説明】 

  １）平成２８年度の国庫補助金額について（報告） 

年 度 国庫補助金 備       考 

H２８年度 18,276千円 
対象期間：H27.10.1～H28.9.30 

（運行費補助12,829千円、減価償却費補助5,447千円） 

内定額 

 

２）平成２９年度地域内フィーダー系統確保維持計画について（P15～P36） 

※ 別紙資料参照                      【事務局説明】 

 

 

（６） その他 

-1-



糸島市地域公共交通会議委員名簿（敬称略）

平成28年6月27日開催

氏　　名 所　属　・　役　職 規程　第３条 出欠、代理出席

会　長 馬場　貢 糸島市　企画部長
糸島市長又はその指名
する者

○

副会長 柚木　利道 糸島市行政区長会　会長 市民代表 ○

委員 小島　裕之
昭和自動車株式会社
自動車事業本部　課長

一般乗合旅客自動車運
送事業者

○

委員 森田　秀規
昭和自動車株式会社
タクシー事業部　福岡西部事業所　次長

一般旅客自動車運送事
業者

○

委員 小山　登
一般社団法人福岡市タクシー協会
常務理事

旅客自動車運送事業者
の団体

○

委員 友池　隆 糸島市シニアクラブ連合会　会長 市民代表 ○

委員 西　正博
九州運輸局
福岡運輸支局長

九州運輸局長又はその
指名する者

代理出席
河津　隆幸
（首席運輸企画専門官）

委員 池川　寿美
昭和自動車株式会社
バス乗務員代表

一般旅客自動車運送事業
者の事業用自動車の運転
者が組織する団体

○

委員 大枝　良直
九州大学大学院　工学研究院
環境都市部門　准教授

その他市長が必要と認め
る者

○

委員 堺　裕之
福岡県　企画・地域振興部
交通政策課　交通総務係長

〃
代理出席
　渡邉　俊介

委員 中村　智
福岡県警察本部　糸島警察署
交通課長

〃 ○

委員 林田　雄二
福岡国道事務所
福岡西維持出張所長

〃 ○

委員 酒井　一郎
福岡県福岡県土整備事務所
前原支所　庶務課長

〃 ○

委員 友池　光洋
糸島市　建設都市部
建設課長

〃
代理出席
　佐藤　暢明（建設課長補佐）

＜任期＞　平成28年2月12日～平成30年2月11日

＜オブザーバー＞

中薗　裕蔵 福岡運輸支局 首席運輸企画専門官（輸送担当）

＜事務局＞

阿部　聡寛

岡﨑　正幸

木村　直人

糸島市　企画部　地域振興課長

糸島市　企画部　地域振興課　課長補佐兼公共交通係長

糸島市　企画部　地域振興課　公共交通係　主査
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乗　客　数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成27年度 23,316 20,664 23,850 23,779 18,823 18,150 22,169 21,855 21,997 20,149 20,822 19,580 255,154

平成26年度 21,890 21,206 21,882 23,441 17,951 17,229 21,635 19,882 20,854 20,046 19,725 18,441 244,182

平成25年度 17,109 16,580 17,132 18,383 14,147 13,868 18,933 17,852 17,409 16,858 17,296 16,341 201,908

増　　減
(H27-H26）

1,426 ▲ 542 1,968 338 872 921 534 1,973 1,143 103 1,097 1,139 10,972

増　　減
(H26-H25）

4,781 4,626 4,750 5,058 3,804 3,361 2,702 2,030 3,445 3,188 2,429 2,100 42,274

17,109 
16,580 

17,132 

18,383 

14,147 

13,868 

18,933 
17,852 17,409 

16,858 17,296 

16,341 

21,890 
21,206 

21,882 

23,441 

17,951 
17,229 

21,635 

19,882 

20,854 
20,046 19,725 

18,441 

23,316 

20,664 

23,850 23,779 

18,823 
18,150 

22,169 21,855 21,997 

20,149 
20,822 

19,580 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（人）

平成27年度糸島市コミュニティバス乗客数（3年間比較）

17,483 

21,980 

91,927 

37,026 

13,176 

20,391 

20,959 

12,298 

19,914 

15,740

25,819

89,275

33,688

12,011

18,872

19,575

11,393

17,809

21,594

74,440

28,657

10,581

17,443

18,078

10,482

18,263
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九大線

前原今宿線
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川原線

曽根線

雷山線

白糸線

路線別乗客数 （ ３年間同月累計）比較

平成25年度 平成26年度 平成27年度
（人）
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乗　客　数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成28年度 24,936 23,286 48,222

平成27年度 23,316 20,664 23,850 23,779 18,823 18,150 22,169 21,855 21,997 20,149 20,822 19,580 255,154

平成26年度 21,890 21,206 21,882 23,441 17,951 17,229 21,635 19,882 20,854 20,046 19,725 18,441 244,182

増　　減
(H28-H27）

1,620 2,622 4,242

増　　減
(H27-H26）

1,426 ▲ 542 1,968 338 872 921 534 1,973 1,143 103 1,097 1,139 10,972

21,890 
21,206 

21,882 

23,441 

17,951 

17,229 

21,635 

19,882 

20,854 

20,046 19,725 

18,441 

23,316 

20,664 

23,850 23,779 

18,823 
18,150 

22,169 21,855 
21,997 

20,149 
20,822 

19,580 
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（人）

平成28年度糸島市コミュニティバス乗客数（3年間比較）

2,619 

3,618 

19,909 

6,013 

2,265 

3,432 

3,639 

2,256 

4,471 

2,826

3,904

16,568

5,936

2,332

3,319

3,298

2,039

3,758

2,537

4,203

17,455

5,264

2,048

3,000
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1,938

3,601
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路線別乗客数 （ ３年間同月累計）比較

平成26年度 平成27年度 平成28年度
（人）
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乗　客　数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成27年度 10,568 10,921 10,006 9,897 11,296 10,836 10,345 10,040 9,880 9,047 9,653 10,441 122,930

平成26年度 10,400 10,774 9,553 9,553 9,599 10,659 10,085 9,106 8,843 8,656 8,420 10,009 115,657

増　　減
(H27-H26）

168 147 453 344 1,697 177 260 934 1,037 391 1,233 432 7,273

10,400

10,774

9,553 9,553 9,599

10,659 10,085

9,106 8,843
8,656 8,420

10,009
10,568

10,921
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10,836

10,345
10,040 9,880

9,047
9,653

10,441
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成26年度 平成27年度

（人）

平成27年度昭和バス乗客数（前年比較）
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28,099 

38,610 

55,051 
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52,439
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平成26年度 平成27年度
（人）
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乗　客　数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

平成28年度 9,347 11,187 20,534

平成27年度 10,400 10,774 9,553 9,553 9,599 10,659 10,085 9,106 8,843 8,656 8,420 10,009 115,657

増　　減
(H27-H26）

▲ 1,053 413 ▲ 640

10,400

10,774

9,553 9,553 9,599

10,659 10,085

9,106 8,843
8,656 8,420

10,009
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平成28年度昭和バス乗客数（前年比較）
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（人）
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（平成２７年度）

運行距離
輸送人員
(10-9月）

経常収益 経常費用 国県補助額 損益 損益／人員
(一人当たり補助額)

損益／km
(距離当たり補助

額)

１便平均
利用者数

１便平均
赤字額(円)

62,692.1km 18,470 3,190,482 8,031,788 1,585,000 ▲ 3,256,306 ▲ 176.3 ▲ 51.9 3.30 547

66,425.5km 11,970 2,314,991 8,508,723 1,864,000 ▲ 4,329,732 ▲ 361.7 ▲ 65.2 2.59 915

50,016.5km 20,254 2,500,702 6,406,101 1,176,000 ▲ 2,729,399 ▲ 134.8 ▲ 54.6 2.40 313

67,859.0km 19,593 3,495,859 8,693,625 1,565,000 ▲ 3,632,766 ▲ 185.4 ▲ 53.5 3.73 680

66,466.7km 12,642 2,475,164 8,514,252 1,818,000 ▲ 4,221,088 ▲ 333.9 ▲ 63.5 3.80 1,200

103,212.0km 36,146 5,946,439 13,219,993 2,189,000 ▲ 5,084,554 ▲ 140.7 ▲ 49.3 3.38 466

146,890.5km 88,307 14,703,541 18,812,961 805,000 ▲ 3,304,420 ▲ 37.4 ▲ 22.5 5.26 190

55,103.0km 24,360 2,650,695 6,984,860 1,305,000 ▲ 3,029,165 ▲ 124.3 ▲ 55.0 5.26 756

122,840.0km 17,177 3,654,041 15,736,519 3,508,000 ▲ 8,574,478 ▲ 499.2 ▲ 69.8 5.00 1,038

741,505.3km 248,919 40,931,914 94,908,822 15,815,000 ▲ 38,161,908 ▲ 153.3 ▲ 51.5 4.17 554

糸 島 市 生 活 交 通 路 線 資 料 （ コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス ）

路　　　　　線　　　　　名
（H26.10.1～H27.9.30）

白 糸 線

雷 山 線

曽 根 線

川 原 線

井 原 山 線

前 原 今 宿 線

九 大 線

市 街 地 循 環 線

合 計

初 深 江 線
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（平成２７年度）

運行距離 輸送人員 経常収益 経常費用 国県補助額 損益 損益／人員
(一人当たり補助額)

損益／km
(距離当たり補助

額)

１便平均
利用者数

１便平均
赤字額(円)

91,135.2km 52,385 12,784,081 22,951,488 6,581,500 ▲ 3,585,907 ▲ 68.5 ▲ 39.3 7.30 500

5,374.3km 1,205 158,797 1,353,463 0 ▲ 1,194,666 ▲ 991.4 ▲ 222.3 2.52 2,499

72,975.6km 35,300 9,205,642 18,378,175 4,214,500 ▲ 4,958,033 ▲ 140.5 ▲ 67.9 6.32 887

77,263.7km 27,069 8,012,046 19,458,090 5,382,500 ▲ 6,063,544 ▲ 224.0 ▲ 78.5 4.96 1,110

246,748.8km 115,959 30,160,566 62,141,216 16,178,500 ▲ 15,802,150 ▲ 136.3 ▲ 64.0 6.20 845

988,254.1km 364,878 71,092,480 157,050,038 31,993,500 ▲ 53,964,058 ▲ 147.9 ▲ 54.6 4.17 616
総 合 計
（コミバス+昭和バス）

路　　　　　線　　　　　名
（H26.10.1～H27.9.30）

芥 屋 線

芥 屋 線 （ 道 目 木 ）

船 越 線

野 北 線

合 計

糸 島 市 生 活 交 通 路 線 資 料 （ 昭 和 バ ス ）
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（２） 川原線の路線変更及びダイヤ改正について 
 
【経緯】 

怡土小学校王丸分校に通う児童が平成２８年４月より怡土小学校本校に通学

することとなった。それに伴い、児童の登下校時刻に合わせ時刻表の改正を行

った。 

しかし、怡土小学校の最寄りバス停は「高祖」バス停であり、小学校からバ

ス停までは約１ｋｍの距離があるため、バス利用がしづらい状況にある。 

そこで、平日朝の登校時の便と夕方の下校時の便のみ怡土小学校近くの「伊

都国歴史博物館」バス停を経由するルートに変更する。それに伴い時刻表につ

いても改正する。 

 

１．ダイヤの改正について 

 

  ◆改正時刻表（別紙「川原線時刻表（改正案）」参照） 

 

２．実施時期 

   平成２８年１０月１日より改正する。 
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糸島市コミュニティバス 昭和自動車株式会社 平成２８年１０月１日改正　平日

４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車

前原駅北口 8:15 10:05 13:00 15:35 17:20 雷山の森 6:50 7:27 9:15 11:00 14:00 16:25 18:13 19:00
糸島市役所前 8:16 10:06 13:01 15:36 17:21 川原 6:53 7:30 9:18 11:03 14:03 16:28 18:16 19:03
筒井町 8:17 10:07 13:02 15:37 17:22 王丸分校前 6:53 7:30 9:18 11:03 14:03 16:28 18:16 19:03
前原 8:19 10:09 13:04 15:39 17:24 王丸上 6:54 7:31 9:19 11:04 14:04 16:29 18:17 19:04
伊都文化会館前 8:21 10:11 13:06 15:41 17:26 王丸 6:54 7:31 9:19 11:04 14:04 16:29 18:17 19:04
糸島農協前 8:22 10:12 13:07 15:42 17:27 上末永 6:55 7:32 9:20 11:05 14:05 16:30 18:18 19:05
浦志 8:23 10:13 13:08 15:43 17:28 末永 6:56 7:33 9:21 11:06 14:06 16:31 18:19 19:06
潤 8:25 10:15 13:10 15:45 17:30 高祖作出 6:57 7:34 9:22 11:07 14:07 16:32 18:20 19:07
産の宮 8:26 10:16 13:11 15:46 17:31 伊都国歴史博物館 ↓ 7:36 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
波多江小学校前 8:27 10:17 13:12 15:47 17:32 高祖 6:58 7:38 9:23 11:08 14:08 16:33 18:21 19:08
高田 8:29 10:19 13:14 15:49 17:34 大門 6:59 7:39 9:24 11:09 14:09 16:34 18:22 19:09
周船寺小学校前 8:31 10:21 13:16 15:51 17:36 染井 7:00 7:40 9:25 11:10 14:10 16:35 18:23 19:10
周船寺駅 7:07 8:33 10:23 13:18 15:53 17:38 18:30 19:17 高来寺 7:01 7:41 9:26 11:11 14:11 16:36 18:24 19:11
農村センター前 7:08 8:34 10:24 13:19 15:54 17:39 18:31 19:18 下高来寺 7:01 7:41 9:26 11:11 14:11 16:36 18:24 19:11
千里 7:10 8:36 10:26 13:21 15:56 17:41 18:33 19:20 宇田川原 7:02 7:42 9:27 11:12 14:12 16:37 18:25 19:12
筑前高校入口 7:11 8:37 10:27 13:22 15:57 17:42 18:34 19:21 筑前高校入口 7:02 7:42 9:27 11:12 14:12 16:37 18:25 19:12
宇田川原 7:11 8:37 10:27 13:22 15:57 17:42 18:34 19:21 千里 7:03 7:43 9:28 11:13 14:13 16:38 18:26 19:13
下高来寺 7:12 8:38 10:28 13:23 15:58 17:43 18:35 19:22 農村センター前 7:05 7:45 9:30 11:15 14:15 16:40 18:28 19:15
高来寺 7:12 8:38 10:28 13:23 15:58 17:43 18:35 19:22 周船寺駅 7:06 7:46 9:31 11:16 14:16 16:41 18:29 19:16
染井 7:13 8:39 10:29 13:24 15:59 17:44 18:36 19:23 周船寺小学校前 7:48 9:33 11:18 14:18 16:43
大門 7:14 8:40 10:30 13:25 16:00 17:45 18:37 19:24 高田 7:50 9:35 11:20 14:20 16:45
高祖 7:15 8:41 10:31 13:26 16:01 17:46 18:38 19:25 波多江小学校前 7:52 9:37 11:22 14:22 16:47
伊都国歴史博物館 ↓ ↓ ↓ ↓ 16:03 ↓ ↓ ↓ 産の宮 7:53 9:38 11:23 14:23 16:48
高祖作出 7:16 8:42 10:32 13:27 16:05 17:47 18:39 19:26 潤 7:54 9:39 11:24 14:24 16:49
末永 7:17 8:43 10:33 13:28 16:06 17:48 18:40 19:27 浦志 7:56 9:41 11:26 14:26 16:51
上末永 7:18 8:44 10:34 13:29 16:07 17:49 18:41 19:28 糸島農協前 7:57 9:42 11:27 14:27 16:52
王丸 7:19 8:45 10:35 13:30 16:08 17:50 18:42 19:29 伊都文化会館前 7:58 9:43 11:28 14:28 16:53
王丸上 7:19 8:45 10:35 13:30 16:08 17:50 18:42 19:29 前原 8:00 9:45 11:30 14:30 16:55
王丸分校前 7:20 8:46 10:36 13:31 16:09 17:51 18:43 19:30 筒井町 8:02 9:47 11:32 14:32 16:57
川原 7:20 8:46 10:36 13:31 16:09 17:51 18:43 19:30 糸島市役所前 8:03 9:48 11:33 14:33 16:58
雷山の森 7:23 8:49 10:39 13:34 16:12 17:54 18:46 19:33 前原駅北口 8:04 9:49 11:34 14:34 16:59

川  原  線  平日運行（改正案）
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糸島市コミュニティバス時刻表 昭和自動車株式会社 平成２8年４月１日改正　平日

４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車 ４号車

前原駅北口 8:15 10:05 13:00 15:35 17:20 雷山の森 6:50 7:30 9:15 11:00 14:00 16:25 18:13 19:00
糸島市役所前 8:16 10:06 13:01 15:36 17:21 川原 6:53 7:33 9:18 11:03 14:03 16:28 18:16 19:03
筒井町 8:17 10:07 13:02 15:37 17:22 王丸分校前 6:53 7:33 9:18 11:03 14:03 16:28 18:16 19:03
前原 8:19 10:09 13:04 15:39 17:24 王丸上 6:54 7:34 9:19 11:04 14:04 16:29 18:17 19:04
伊都文化会館前 8:21 10:11 13:06 15:41 17:26 王丸 6:54 7:34 9:19 11:04 14:04 16:29 18:17 19:04
糸島農協前 8:22 10:12 13:07 15:42 17:27 上末永 6:55 7:35 9:20 11:05 14:05 16:30 18:18 19:05
浦志 8:23 10:13 13:08 15:43 17:28 末永 6:56 7:36 9:21 11:06 14:06 16:31 18:19 19:06
潤 8:25 10:15 13:10 15:45 17:30 高祖作出 6:57 7:37 9:22 11:07 14:07 16:32 18:20 19:07
産の宮 8:26 10:16 13:11 15:46 17:31 高祖 6:58 7:38 9:23 11:08 14:08 16:33 18:21 19:08
波多江小学校前 8:27 10:17 13:12 15:47 17:32 大門 6:59 7:39 9:24 11:09 14:09 16:34 18:22 19:09
高田 8:29 10:19 13:14 15:49 17:34 染井 7:00 7:40 9:25 11:10 14:10 16:35 18:23 19:10
周船寺小学校前 8:31 10:21 13:16 15:51 17:36 高来寺 7:01 7:41 9:26 11:11 14:11 16:36 18:24 19:11
周船寺駅 7:07 8:33 10:23 13:18 15:53 17:38 18:30 19:17 下高来寺 7:01 7:41 9:26 11:11 14:11 16:36 18:24 19:11
農村センター前 7:08 8:34 10:24 13:19 15:54 17:39 18:31 19:18 宇田川原 7:02 7:42 9:27 11:12 14:12 16:37 18:25 19:12
千里 7:10 8:36 10:26 13:21 15:56 17:41 18:33 19:20 筑前高校入口 7:02 7:42 9:27 11:12 14:12 16:37 18:25 19:12
筑前高校入口 7:11 8:37 10:27 13:22 15:57 17:42 18:34 19:21 千里 7:03 7:43 9:28 11:13 14:13 16:38 18:26 19:13
宇田川原 7:11 8:37 10:27 13:22 15:57 17:42 18:34 19:21 農村センター前 7:05 7:45 9:30 11:15 14:15 16:40 18:28 19:15
下高来寺 7:12 8:38 10:28 13:23 15:58 17:43 18:35 19:22 周船寺駅 7:06 7:46 9:31 11:16 14:16 16:41 18:29 19:16
高来寺 7:12 8:38 10:28 13:23 15:58 17:43 18:35 19:22 周船寺小学校前 7:48 9:33 11:18 14:18 16:43
染井 7:13 8:39 10:29 13:24 15:59 17:44 18:36 19:23 高田 7:50 9:35 11:20 14:20 16:45
大門 7:14 8:40 10:30 13:25 16:00 17:45 18:37 19:24 波多江小学校前 7:52 9:37 11:22 14:22 16:47
高祖 7:15 8:41 10:31 13:26 16:01 17:46 18:38 19:25 産の宮 7:53 9:38 11:23 14:23 16:48
高祖作出 7:16 8:42 10:32 13:27 16:02 17:47 18:39 19:26 潤 7:54 9:39 11:24 14:24 16:49
末永 7:17 8:43 10:33 13:28 16:03 17:48 18:40 19:27 浦志 7:56 9:41 11:26 14:26 16:51
上末永 7:18 8:44 10:34 13:29 16:04 17:49 18:41 19:28 糸島農協前 7:57 9:42 11:27 14:27 16:52
王丸 7:19 8:45 10:35 13:30 16:05 17:50 18:42 19:29 伊都文化会館前 7:58 9:43 11:28 14:28 16:53
王丸上 7:19 8:45 10:35 13:30 16:05 17:50 18:42 19:29 前原 8:00 9:45 11:30 14:30 16:55
王丸分校前 7:20 8:46 10:36 13:31 16:06 17:51 18:43 19:30 筒井町 8:02 9:47 11:32 14:32 16:57
川原 7:20 8:46 10:36 13:31 16:06 17:51 18:43 19:30 糸島市役所前 8:03 9:48 11:33 14:33 16:58
雷山の森 7:23 8:49 10:39 13:34 16:09 17:54 18:46 19:33 前原駅北口 8:04 9:49 11:34 14:34 16:59

川  原  線  平日運行（現行）
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（３） 地域公共交通網形成計画について 
 
◆地域公共交通網形成計画とは 
 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に規定された法定計画であり、まちづ

くり計画や地域戦略と一体となった持続可能な公共交通網を形成することを目的に策定す

るもの。 
 
◆計画策定にあたっての協議について 
 「糸島市地域公共交通会議」において協議を行う。 
 
◆計画策定調査業務について 
 プロポーザル審査によりコンサルタント会社を選定し、計画策定のための調査業務を委

託する。 
 
◆スケジュールについて 
 ８月中旬から調査業務に取りかかり、平成２９年３月末までに計画を策定する。 
 
◆計画策定にかかる予算について 
 360万円 （※予算については、全額国庫補助対象） 
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糸島市地域公共交通会議設置規程 新旧対照表 

新 旧 

○糸島市地域公共交通会議設置規程 ○糸島市地域公共交通会議設置規程 

平成22年１月１日 平成22年１月１日 

告示第14号 告示第14号 

（設置） （設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）第９

条第４項及び道路運送法施行規則（昭和26年運輸

省令第75号）第９条第２項の規定に基づき、地域

住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客

の利便増進を図るために必要な事項を協議する

とともに、地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律（平成19年法律第59号）第６条第１項の規

定に基づく地域公共交通網形成計画の作成及び

実施に関する協議並びに地域公共交通確保維持

改善事業費補助金交付要綱（平成23年３月30日国

総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国

自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号）

の規定に基づく生活交通確保維持改善計画の作

成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行う

ため、糸島市地域公共交通会議（以下「交通会議」

という。）を設置する。 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）第９

条第４項及び道路運送法施行規則（昭和26年運輸

省令第75号）第９条第２項の規定に基づき、地域

住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客

の利便増進を図るために必要な事項を協議する

ため、糸島市地域公共交通会議（以下「交通会議」

という。）を設置する。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を所掌する。 第２条 交通会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の

態様及び運賃、料金等に関すること。 

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の

態様及び運賃、料金等に関すること。 

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受す

る対価に関すること。 

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受す

る対価に関すること。 

(3) 生活交通の在り方一般に関すること。 (3) 生活交通の在り方一般に関すること。 

(4)  地域公共交通網形成計画及び生活交通確

保維持改善計画の策定及び変更に関すること 

(4) その他市長が必要と認めること。 

(5)  地域公共交通網形成計画及び生活交通確

保維持改善計画の実施に係る連絡調整に関す

ること。 

 

(6)  地域公共交通網形成計画及び生活交通確

保維持改善計画に位置付けられた事業の実施

に関すること。 

 

(47) その他市長が必要と認めること。  
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（組織） （組織） 

第３条 交通会議は、委員20人以内をもって組織す

る。 

第３条 交通会議は、委員20人以内をもって組織す

る。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命

し、又は委嘱する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命

し、又は委嘱する。 

(1) 市の職員 (1) 市の職員 

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一

般旅客自動車運送事業者及びその組織する団

体の代表者 

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一

般旅客自動車運送事業者及びその組織する団

体の代表者 

(3) 市民代表 (3) 市民代表 

(4) 九州運輸局長又はその指名する者 (4) 九州運輸局長又はその指名する者 

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車

の運転者が組織する団体の代表者 

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車

の運転者が組織する団体の代表者 

(6) 市内に存する道路の道路管理者又はその指

名する者 

(6) 市長が特に必要と認める者 

(7) 福岡県糸島警察署の代表者又はその指名す

る者 

 

(8) 学識経験を有する者  

(69) 市長が特に必要と認める者  

（任期） （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任

を妨げない。 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長それぞれ１人

を置き、委員の互選によりこれを定める。 

第５条 交通会議に会長及び副会長それぞれ１人

を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 ２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） （会議） 

第６条 交通会議は、会長が招集し、その議長とな

る。 

第６条 交通会議は、会長が招集し、その議長とな

る。 

２ 交通会議は、委員の半数以上が出席しなけれ

ば、会議を開くことができない。 

２ 交通会議は、委員の半数以上が出席しなけれ

ば、会議を開くことができない。 

３ 交通会議の議事は、出席者の過半数をもって決 ３ 交通会議の議事は、出席者の過半数をもって決
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様式第１－６（日本工業規格Ａ列４番） 

２８糸地第５３０号  

平成２８年６月２７日  

 

 

国土交通大臣 殿 

 

 

福岡県糸島市前原西一丁目１番１号  

糸島市長 月 形  祐 二  

 

 

 

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書 

 

 

 

 地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて

申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域内フィーダー系統確保維持計画を添付

すること。 

 

  

-15-



 
生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

 

平成２８年６月２７日 

 

（名称）   糸島市         

 （代表者名） 糸島市長 月形 祐二  
 

 

生活交通ネットワーク計画の名称 

 

 「糸島市生活交通ネットワーク計画」 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

本市の公共交通は、政令市である福岡市への幹線交通である鉄道を軸に、市域内を広範に路線

バス、コミュニティバスの公共交通機関網が広がっている。 

そのうちの路線バスは、旧前原市と旧志摩町とを結ぶ唯一の公共交通機関であり、本市市街地

旧志摩町及び福岡市とつなぐ重要な幹線系統バス路線としての役割を果たしている。 

コミュニティバスの10路線は、上記の鉄道及び路線バスに接続し、中心市街地と中山間地域

等の郊外とを結ぶ支線（フィーダー路線）としての役割を担い、車を運転できない高齢者等を中

心に、通勤・通学や通院、買物といった生活に必要不可欠な交通として機能している。 

加えて、フィーダー路線が鉄道及び路線バスに接続することにより、地域内はもとより地域間

を結ぶ公共交通ネットワークが形成されている。 

近年、収支悪化による行政負担が増加し続けており、本市の財政を圧迫している状況であるが、

フィーダー路線を廃止となれば生活を直撃し、市民生活そのものが営めない状況となることか

ら、地域公共交通確保維持事業により、コミュニティバス10路線を確保・維持することで、住

民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

また、本市篠原地区から JR鉄道駅までの生活交通を確保するとともに市街地の回遊性の

向上を図るため、平成２６年１月２０日より「市街地循環線」を導入。同日より利用しやすい

バスを目指し市内バス運賃を２００円の定額制とした。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

糸島市コミュニティバス（地域内フィーダー系統路線）の路線別の収支率目標を下記のとおり

とする。 

 

 
 

・白糸線：37％以上 ・雷山線：30％以上 

・曽根線波多江経由：44％以上 ・曽根線有田経由：40％以上 

・井原山線：32％以上 ・川原線：43％以上 

・前原今宿線：48％以上 ・九大線波多江経由：89％以上 

・九大線泊・油比経由：70％以上 ・初深江線：41％以上 

・市街地循環線：26％以上  
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（２）事業の効果 

  下記路線を維持することにより、それぞれの日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。
九大線にあっては、学生・教職員の九州大学へのアクセス向上により、本市への学生等の定住化・

人口増加の促進に寄与する。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行

体系が実現でき、さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

・白糸線：長糸校区、雷山校区の一部、

南風台の生活交通確保。 

 

・雷山線：雷山校区、前原南校区の生活交

通確保。 

・曽根線波多江経由：曽根地区の生活交

通及び中心市街地間の移動手段確保。 

・曽根線有田経由：曽根地区、雷山校区の

一部、前原南校区の一部の生活交通確保。 

・井原山線：怡土校区の生活交通及び中

心市街地間の移動手段確保。 

・川原線：怡土校区の生活交通及び中心市

街地間の移動手段確保。 

・前原今宿線：本市中心市街地と福岡市

とを結ぶ生活交通確保。 

・九大線波多江経由：九州大学へのアクセ

ス向上及び学生等の市内定住化促進。 

・九大線泊・油比経由：九州大学へのア

クセス向上及び学生等の市内定住化

促進。泊・油比地区の生活交通確保。 

・初深江線：旧二丈町、旧志摩町から本市

市街地への生活交通確保。 

・市街地循環線：篠原地区から駅までの

生活交通を確保するとともに市街地の

回遊性の向上を図る。 

また、産業団地への通勤手段確保。 

 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

※ なお、糸島市から運行事業者への補助金額については、国庫補助金額を差し引いた差額分を

負担することとしている。 

５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

昭和自動車㈱（佐賀県唐津市千代田町２５６５番地５） 

 

６．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

・バス停ごと利用者数調査 

・利用者アンケート 

７．別表１の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３

回以上で足りると認めた系統の概要【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 
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９．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

１０．車両の取得に係る目的・必要性【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方

式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

平成２６年度にマイクロバス２台を購入し、篠原地区から駅までの生活交通を確保すると

ともに市街地活性化及び回遊性の向上を図るため、「市街地循環線」を新設した。 

また、糸島市地域交通計画において車両の老朽化に伴う車両の買い替えが計画されてお

り、平成２６年度においてマイクロバスを1台買い替え、前原今宿線に導入、平成２７年度

においてマイクロバスを１台買い替え九大線波多江経由に導入した。 

 

１１．車両の取得に係る定量的な目標・効果【車両減価償却費等国庫補助金・公有

民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

市街地循環線については、市街地における公共交通の利便性向上を図り、平成２９年度（平

成２８年１０月１日から平成２９年９月３０日）の収支率２６％以上を目標とする。 

また、九大線波多江経由については、車両大型化により輸送力を向上させ平成２９年度（平

成２８年１０月１日から平成２９年９月３０日）の収支率８９％以上を目標とする。 

 

（２）事業の効果 

市街地循環線の導入により、市街地の回遊性が増し、住民の利便性が向上する。 

また、老朽化車両の買い替えにより、安全性の向上と経費の削減効果が期待される。 

 

１２．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負

担者及びその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国

庫補助金を受けようとする場合のみ】 

表６ 車両の取得計画の概要、表７車両の取得を行う事業者参照。 

なお、糸島市から運行事業者への補助金額については、国庫補助額を差し引いた差額分を

負担することとしている。 

 

１３．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業におけ

る収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用し

た利用促進策） 

老朽化車両の代替による、修繕費の削減及び燃費の向上による燃料費の削減効果が見込ま

れる。また、大型車両への代替により輸送力を向上させ、積み残しが解消されることによる

収支改善も見込まれる。 
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１４．協議会の開催状況と主な議論  

 
 ・平成 20年 2月 22日 協議会設立。再生総合事業について協議・承認 

・平成 20年 5月 29日 連携計画、事業計画について協議・承認 

・平成 20年 8月 19日 協議会予算について協議・承認 

・平成 21年 1月 20日 事後評価等について協議・承認 

・平成 21年 6月 26日 決算・予算・事業計画変更について協議・承認 

・平成 22年 1月 26日 合併による規約改正、事後評価について協議・承認 

・平成 22年 7月 8日 決算・予算等について協議・承認 

・平成22年11月29日 ICｶｰﾄﾞ整備について承認・確保維持事業説明 

・平成 23年 1月 20日 総合事業事後評価について協議・承認 

・平成 23年 3月 28日 H23･H24ﾈｯﾄﾜｰｸ計画について協議・承認 

・平成 23年 6月 7日 総合事業決算、ﾈｯﾄﾜｰｸ計画修正について協議・承認 

・平成 24年 2月 1日 H24変更申請、事業評価について協議・承認 

・平成 24年 6月 21日 H24変更申請、H25事業計画について協議・承認 

・平成 25年 2月 21日 H25事業評価について協議・承認 

・平成 25年 6月 24日 H26事業計画について協議・承認 

・平成25年11月19日 
市街地循環線の運行開始、白糸線・庁舎線のルート変

更、２００円定額運賃制度の導入について協議・承認。 

・平成26年6月23日 H27事業計画について協議・承認 

・平成27年1月29日 庁舎線の生活路線化について協議・承認 

・平成27年6月23日 H28事業計画について協議・承認 

・平成28年2月15日 
九大線の増便及びダイヤ改正、川原線のダイヤ改正に

ついて協議・承認 

・平成28年6月27日 H29事業計画について協議・承認 

１５．利用者等の意見の反映 

 パブリックコメントを実施。主な意見は、①バス停設備整備、②循環線整備及び200円の定額運
賃導入、③きめ細かい運行要望であったが、何れの意見も計画に掲載しているものであり、修正

等は実施する必要がなかった。 

１６．協議会メンバーの構成員 

・関係都道府県 

福岡県 企画・地域振興部 交通政策課 

・交通事業者・交通施設管理者等 

昭和自動車㈱、福岡市タクシー協会、運転手代表、 

福岡国道事務所、糸島警察署、福岡県土整備事務所、糸島市建設課 

・地方運輸局 

九州運輸局 福岡運輸支局 

・その他協議会が必要と認める者 

九州大学（学識経験者）、糸島市行政区長会・糸島市シニアクラブ連合会（市民代表） 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）福岡県糸島市前原西１－１－１   

（所 属）糸島市役所 地域振興課      

（氏 名）木村 直人            

（電 話）092-332-2062           

（e-mail）kimura.n.713@city.itoshima.lg.jp 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成29年度

乗合バス型／
デマンド型の
別

基準ロで該当
する要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該当
する要件
（別表７のみ）

昭和自動車㈱ (1) 白糸線 7,992 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (2) 雷山線 8,802 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (3)  曽根線波多江経由 2,637 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (4)  曽根線有田経由 3,646 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (5) 井原山線 8,723 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (6) 川原線 8,484 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (7) 前原今宿線 11,971 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (8)  九大線波多江経由 7,739 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (9)  九大線泊油比経由 3,417 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (10) 初深江線 7,715 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (11)  市街地循環線 14,645 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

7,660

7,660
国庫補助上限
額（千円） 7,660

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確
保するかについて記載する。

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）都道府県

（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

福岡県
糸島市

7,660
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成30年度

乗合バス型／
デマンド型の
別

基準ロで該当
する要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該当
する要件
（別表７のみ）

昭和自動車㈱ (1) 白糸線 7,992 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (2) 雷山線 8,802 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (3)  曽根線波多江経由 2,637 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (4)  曽根線有田経由 3,646 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (5) 井原山線 8,723 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (6) 川原線 8,484 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (7) 前原今宿線 11,971 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (8)  九大線波多江経由 7,739 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (9)  九大線泊油比経由 3,417 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (10) 初深江線 7,715 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (11)  市街地循環線 14,645 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

7,660

7,660
国庫補助上限
額（千円） 7,660

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確
保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

福岡県
糸島市

7,660

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成31年度

乗合バス型／
デマンド型の
別

基準ロで該当
する要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該当
する要件
（別表７のみ）

昭和自動車㈱ (1) 白糸線 7,992 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (2) 雷山線 8,802 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (3)  曽根線波多江経由 2,637 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (4)  曽根線有田経由 3,646 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (5) 井原山線 8,723 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (6) 川原線 8,484 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (7) 前原今宿線 11,971 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (8)  九大線波多江経由 7,739 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (9)  九大線泊油比経由 3,417 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (10) 初深江線 7,715 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

昭和自動車㈱ (11)  市街地循環線 14,645 乗合バス型 ①
昭和バス芥屋線等
筑前前原駅で接続 ③

7,660

7,660
国庫補助上限
額（千円） 7,660

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確
保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

福岡県
糸島市

7,660

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※
を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 13.3km 往 0.0km 往 0.0km

復 13.3km 復 0.0km 復 0.0km

往 14.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 14.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 7.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 7.0km 復 0.0km 復 0.0km

往 5.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 5.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 18.8km 往 0.0km 往 0.0km

復 18.8km 復 0.0km 復 0.0km

往 16.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 16.0km 復 0.0km 復 0.0km

往 9.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 9.4km 復 0.0km 復 0.0km

往 9.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 9.4km 復 0.0km 復 0.0km

往 8.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 8.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 14.6km 往 0.0km 往 0.0km

復 14.6km 復 0.0km 復 0.0km

往 （循環） 往 0.0km 往 0.0km

復 18.2km 復 0.0km 復 0.0km

往 117.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 135.2km 復 0.0km 復 0.0km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80,997.2km
9.4km 0.0km 0.0km

24,423,085円 110円43銭 8,944,520円 15,478,565円 15,478,565円 15,478千円 7,739.千円

九大線
波多江経由

前原駅
北口

産の宮
九大工
学部前

365日 4,546.5回

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ト
ト×ヲ以上の額：

カ
ワ－カ＝ヨ

7,660千円

6,834,624円

44円14銭 15,984千円 7,992.千円

48円10銭 15,429千円 7,714.5千円

29円75銭 29,289千円

北九州

北九州

8

171,542,396円

18,357,749円

32,495,948円

15,429,325円

29,289,785円

2,928,424円

3,206,163円

15,429,325円

29,289,785円

18,725,646円

9,547,133円

ヘ×ヲ以下の額：ワ

合計 598円62銭 171,536千円 85,768千円36,899,680円 171,542,396円208,442,076円 7,660千円

85円67銭 6,834千円 3,417.千円

14,644.5千円

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

15,984,460円

6,834,624円

2,741,186円

2,712,509円

15,984,460円

7,291,593円 7,291,593円 7,291千円 3,645.5千円

補助ブロッ
ク名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ
当たり
経常収益

補助対象
系統の経常収益

の
見込額

補助対象経常
費用から経常
収益を控除した

額

126.0km 0.0km 0.0km

ヨのうち補助ブロック外乗
入部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗入部
分以外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

ヨ×ル＝ソ

691,281.4km合計 9系統

18.2km 0.0km 0.0km

10 初深江線
志摩庁
舎前

前原駅
北口

筑前深
江駅前

11
市街地
循環線

前原駅
北口

あごら
前原駅
北口

365日

365日

2,190.回

7,542.回

100.00% 31,662.3km

13.3km 0.0km 0.0km

100.00% 107,770.2km

14.6km 0.0km 0.0km
100.00% 60,882.0km

100.00%

8.5km 0.0km

（平均） （平均）（平均）
100.00% 62,102.1km1 白糸線

伊都文
化会館

本区 白糸

9
九大線

泊油比経由
前原駅
北口

泊一区
馬場

九大工
学部前

365日

365日

2,979.5回

2,005.5回

2 雷山線
前原駅
南口

中学校
前

雷山観
音前

365日 2,368.5回

4
曽根線
有田経由

前原駅
南口

有田
曽根グ
ラウンド

365日 2,608.5回

6

0.0km

補助ブロック外乗り入れ部分及
び同一補助ブロック市区町村
外乗り入れ部分以外のキロ程

の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

補助ブロッ
ク名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日数

起点
主な
経由地

終点

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））
2
 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

北九州 301円53銭 360円60銭 301円53銭 218円18銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 7,744,412.3 経常収支率

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当たり
経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用
　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

85.81 ％

北九州 248円57銭 251円93銭 282円30銭 6.70

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,639,671千円 営業外収益 12,211 経常収益（イ”） 1,651,882

営業費用 1,895,782千円 営業外費用 29,274 経常費用（ロ”） 1,925,056

▲ 273,174営業損益 ▲ 256,111千円 営業外損益 ▲ 17,063 経常損益

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 7,732,752.2 経常収支率

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 7,795,305.6 経常収支率

77.29 ％

85.97 ％

事業者名 昭和自動車株式会社 平成29年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※
)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,678,760千円 営業外収益 8,390 経常収益（イ） 1,687,150

営業費用 2,160,554千円 営業外費用 22,447 経常費用（ロ） 2,183,001

▲ 14,057 経常損益 ▲ 495,851営業損益 ▲ 481,794千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,676,586千円

1,963,896

営業損益 ▲ 273,132千円 営業外損益 ▲ 2,314 経常損益 ▲ 275,446

営業外収益 11,864 経常収益（イ’） 1,688,450

営業費用 1,949,718千円 営業外費用 14,178

100.00% 66,012.5km
14.5km 0.0km 0.0km

3
曽根線

波多江経由
前原駅
北口

波多江
曽根グ
ラウンド

365日 1,759.5回 100.00% 21,124.0km
7.0km 0.0km 0.0km

28,693.5km
5.5km 0.0km 0.0km

5 井原山線
前原駅
北口

波多江
駅西

井原山
入口

365日 1,761.5回 100.00% 66,014.6km
18.8km 0.0km 0.0km

2,674.回

100.00%

100.00% 67,868.2km
16.0km 0.0km 0.0km

7 前原今宿線
前原駅
北口

産の宮 今宿駅 365日 5,221.回 100.00% 98,154.8km
9.4km 0.0km 0.0km

川原線
前原駅
北口

周船寺
駅

雷山の
森

365日

19,905,382円 37円24銭 2,458,383円 17,446,999円 17,446,999円 17,446千円 8,723.千円

20,464,298円 51円52銭 3,496,569円 16,967,729円 16,967,729円 16,967千円 8,483.5千円

29,596,616円 57円61銭 5,654,698円 23,941,918円 23,941,918円 23,941千円 11,970.5千円

19,904,749円 34円85銭 2,300,535円 17,604,214円 17,604,214円 17,604千円 8,802.千円

6,369,519円 51円90銭 1,096,335円 5,273,184円 5,273,184円 5,273千円 2,636.5千円

8,651,951円 47円41銭 1,360,358円
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17,446,999円

16,967,729円

23,941,918円

17,604,214円

5,273,184円

7,291,593円

6,834,624円

15,429,325円

29,289,785円

損失額から国庫補助
額を控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者

171,542,396円 163,882,396円 0円 163,882,396円0. ％

北九州

補助ブロッ
ク名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によ
ること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄につ
いては、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるように
すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３
節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、基準期間の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込
額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な
事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の
前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事
業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合

0円 0円 ％  ％100 ％

15,478,565円

15,984,460円

事業者自己負担
「その他の者」の
具体的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※
を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 13.3km 往 0.0km 往 0.0km

復 13.3km 復 0.0km 復 0.0km

往 14.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 14.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 7.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 7.0km 復 0.0km 復 0.0km

往 5.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 5.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 18.8km 往 0.0km 往 0.0km

復 18.8km 復 0.0km 復 0.0km

往 16.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 16.0km 復 0.0km 復 0.0km

往 9.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 9.4km 復 0.0km 復 0.0km

往 9.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 9.4km 復 0.0km 復 0.0km

往 8.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 8.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 14.6km 往 0.0km 往 0.0km

復 14.6km 復 0.0km 復 0.0km

往 （循環） 往 0.0km 往 0.0km

復 18.2km 復 0.0km 復 0.0km

往 117.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 135.2km 復 0.0km 復 0.0km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

171,536千円 85,768千円 7,660千円 7,660千円合計 208,442,076円 598円62銭 36,899,680円 171,542,396円 171,542,396円

7,714.5千円

32,495,948円 29円75銭 3,206,163円 29,289,785円 29,289,785円 29,289千円 14,644.5千円

18,357,749円 48円10銭 2,928,424円 15,429,325円 15,429,325円 15,429千円

7,739.千円

9,547,133円 85円67銭 2,712,509円 6,834,624円 6,834,624円 6,834千円 3,417.千円

24,423,085円 110円43銭 8,944,520円 15,478,565円 15,478,565円 15,478千円

15,984,460円

8,483.5千円

29,596,616円 57円61銭 5,654,698円 23,941,918円 23,941,918円 23,941千円 11,970.5千円

20,464,298円 51円52銭 3,496,569円 16,967,729円 16,967,729円 16,967千円

17,446,999円 17,446千円 8,723.千円

8,651,951円 47円41銭 1,360,358円 7,291,593円 7,291,593円 7,291千円

19,904,749円 34円85銭 2,300,535円 17,604,214円 17,604,214円 17,604千円

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

8,802.千円

6,369,519円 51円90銭 1,096,335円 5,273,184円 5,273,184円 5,273千円 2,636.5千円

15,984千円 7,992.千円

3,645.5千円

19,905,382円

補助ブロッ
ク名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ
当たり
経常収益

補助対象
系統の経常収益

の
見込額

補助対象経常
費用から経常
収益を控除した

額

北九州

18,725,646円 44円14銭 2,741,186円 15,984,460円

37円24銭 2,458,383円 17,446,999円

691,281.4km
126.0km 0.0km 0.0km

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト
ト×ヲ以上の額：

カ
ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗
入部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗入部
分以外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

7,541.回

北九州

11
市街地
循環線

前原駅
北口

あごら
前原駅
北口

365日

合計 9系統

100.00%10 60,882.0km
14.6km 0.0km 0.0km

100.00% 107,770.2km
18.2km 0.0km 0.0km

初深江線
志摩庁
舎前

前原駅
北口

筑前深
江駅前

365日

2,004.回

2,190.回

100.00% 31,662.3km
8.5km 0.0km 0.0km

9
九大線

泊油比経由
前原駅
北口

泊一区
馬場

九大工
学部前

365日

5,213.回

4,534.5回 100.00% 80,997.2km
9.4km 0.0km 0.0km

7 前原今宿線
前原駅
北口

産の宮 今宿駅 365日

8
九大線

波多江経由
前原駅
北口

産の宮
九大工
学部前

365日

100.00% 67,868.2km
16.0km 0.0km 0.0km

100.00% 98,154.8km
9.4km 0.0km 0.0km

6 川原線
前原駅
北口

周船寺
駅

雷山の
森

365日

1,759.5回5 井原山線
前原駅
北口

波多江
駅西

井原山
入口

365日

2,673.回

100.00%

100.00% 21,124.0km
7.0km 0.0km 0.0km

100.00% 66,014.6km
18.8km 0.0km 0.0km

28,693.5km
5.5km 0.0km 0.0km

100.00% 66,012.5km
14.5km 0.0km 0.0km

4
曽根線
有田経由

前原駅
南口

有田
曽根グ
ラウンド

曽根グ
ラウンド

365日 1,756.回3
曽根線

波多江経由
前原駅
北口

波多江

365日 2,603.回

62,102.1km
13.3km 0.0km 0.0km

2 雷山線
前原駅
南口

中学校
前

雷山観
音前

365日

365日 2,978.5回
（平均） （平均） （平均）

100.00%1 白糸線
伊都文
化会館

本区 白糸

2,365.5回

補助ブロック外乗り入れ部分及
び同一補助ブロック市区町村
外乗り入れ部分以外のキロ程

の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

補助ブロッ
ク名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日数

起点
主な
経由地

終点

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））
2
 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

北九州 301円53銭 360円60銭 301円53銭 218円18銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 7,744,412.3 経常収支率 85.81 ％

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当たり
経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用
　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

北九州 248円57銭 251円93銭 282円30銭 6.70

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,639,671千円 営業外収益 12,211 経常収益（イ”） 1,651,882

営業費用 1,895,782千円 営業外費用 29,274 経常費用（ロ”） 1,925,056

▲ 273,174営業損益 ▲ 256,111千円 営業外損益 ▲ 17,063 経常損益

千円 営業外費用 14,178 経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 7,732,752.2 経常収支率 77.29 ％

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 7,795,305.6 経常収支率 85.97 ％

事業者名 昭和自動車株式会社 平成29年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※
)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,678,760千円 営業外収益 8,390 経常収益（イ） 1,687,150

営業費用 2,160,554千円 営業外費用 22,447 経常費用（ロ） 2,183,001

▲ 14,057 経常損益 ▲ 495,851営業損益 ▲ 481,794千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,676,586千円

1,963,896

営業損益 ▲ 273,132千円 営業外損益 ▲ 2,314 経常損益 ▲ 275,446

営業外収益 11,864 経常収益（イ’） 1,688,450

営業費用 1,949,718
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な
事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の
前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、基準期間の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込
額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事
業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄につ
いては、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるように
すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３
節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によ
ること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 ％ 0円  ％

(1) 記載要領

163,882,396円 0円 0. ％ 163,882,396円 100 ％ 0円

15,478,565円

6,834,624円

15,429,325円

29,289,785円

合計 171,542,396円

17,604,214円

5,273,184円

7,291,593円

17,446,999円

16,967,729円

23,941,918円

北九州

15,984,460円

市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の
具体的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブロッ
ク名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国庫補助
額を控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間
※
を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 13.3km 往 0.0km 往 0.0km

復 13.3km 復 0.0km 復 0.0km

往 14.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 14.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 7.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 7.0km 復 0.0km 復 0.0km

往 5.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 5.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 18.8km 往 0.0km 往 0.0km

復 18.8km 復 0.0km 復 0.0km

往 16.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 16.0km 復 0.0km 復 0.0km

往 9.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 9.4km 復 0.0km 復 0.0km

往 9.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 9.4km 復 0.0km 復 0.0km

往 8.5km 往 0.0km 往 0.0km

復 8.5km 復 0.0km 復 0.0km

往 14.6km 往 0.0km 往 0.0km

復 14.6km 復 0.0km 復 0.0km

往 （循環） 往 0.0km 往 0.0km

復 18.2km 復 0.0km 復 0.0km

往 117.0km 往 0.0km 往 0.0km

復 135.2km 復 0.0km 復 0.0km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

171,536千円 85,768千円 7,660千円 7,660千円合計 208,442,076円 598円62銭 36,899,680円 171,542,396円 171,542,396円

7,714.5千円

32,495,948円 29円75銭 3,206,163円 29,289,785円 29,289,785円 29,289千円 14,644.5千円

18,357,749円 48円10銭 2,928,424円 15,429,325円 15,429,325円 15,429千円

7,739.千円

9,547,133円 85円67銭 2,712,509円 6,834,624円 6,834,624円 6,834千円 3,417.千円

24,423,085円 110円43銭 8,944,520円 15,478,565円 15,478,565円 15,478千円

15,984,460円

8,483.5千円

29,596,616円 57円61銭 5,654,698円 23,941,918円 23,941,918円 23,941千円 11,970.5千円

20,464,298円 51円52銭 3,496,569円 16,967,729円 16,967,729円 16,967千円

17,446,999円 17,446千円 8,723.千円

8,651,951円 47円41銭 1,360,358円 7,291,593円 7,291,593円 7,291千円

19,904,749円 34円85銭 2,300,535円 17,604,214円 17,604,214円 17,604千円

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

8,802.千円

6,369,519円 51円90銭 1,096,335円 5,273,184円 5,273,184円 5,273千円 2,636.5千円

15,984千円 7,992.千円

3,645.5千円

19,905,382円

補助ブロッ
ク名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ
当たり
経常収益

補助対象
系統の経常収益

の
見込額

補助対象経常
費用から経常
収益を控除した

額

北九州

18,725,646円 44円14銭 2,741,186円 15,984,460円

37円24銭 2,458,383円 17,446,999円

691,281.4km
126.0km 0.0km 0.0km

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト
ト×ヲ以上の額：

カ
ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗
入部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗入部
分以外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

7,541.回

北九州

11
市街地
循環線

前原駅
北口

あごら
前原駅
北口

365日

合計 9系統

100.00%10 60,882.0km
14.6km 0.0km 0.0km

100.00% 107,770.2km
18.2km 0.0km 0.0km

初深江線
志摩庁
舎前

前原駅
北口

筑前深
江駅前

365日

2,004.回

2,190.回

100.00% 31,662.3km
8.5km 0.0km 0.0km

9
九大線

泊油比経由
前原駅
北口

泊一区
馬場

九大工
学部前

365日

5,213.回

4,534.5回 100.00% 80,997.2km
9.4km 0.0km 0.0km

7 前原今宿線
前原駅
北口

産の宮 今宿駅 365日

8
九大線

波多江経由
前原駅
北口

産の宮
九大工
学部前

365日

100.00% 67,868.2km
16.0km 0.0km 0.0km

100.00% 98,154.8km
9.4km 0.0km 0.0km

6 川原線
前原駅
北口

周船寺
駅

雷山の
森

365日

1,759.5回5 井原山線
前原駅
北口

波多江
駅西

井原山
入口

365日

2,673.回

100.00%

100.00% 21,124.0km
7.0km 0.0km 0.0km

100.00% 66,014.6km
18.8km 0.0km 0.0km

28,693.5km
5.5km 0.0km 0.0km

100.00% 66,012.5km
14.5km 0.0km 0.0km

4
曽根線
有田経由

前原駅
南口

有田
曽根グ
ラウンド

曽根グ
ラウンド

365日 1,756.回3
曽根線

波多江経由
前原駅
北口

波多江

365日 2,603.回

62,102.1km
13.3km 0.0km 0.0km

2 雷山線
前原駅
南口

中学校
前

雷山観
音前

365日

365日 2,978.5回
（平均） （平均） （平均）

100.00%1 白糸線
伊都文
化会館

本区 白糸

2,365.5回

補助ブロック外乗り入れ部分及
び同一補助ブロック市区町村
外乗り入れ部分以外のキロ程

の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

補助ブロッ
ク名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日数

起点
主な
経由地

終点

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））
2
 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

北九州 301円53銭 360円60銭 301円53銭 218円18銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 7,744,412.3 経常収支率 85.81 ％

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当たり
経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当た
り経常費用
　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

北九州 248円57銭 251円93銭 282円30銭 6.70

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,639,671千円 営業外収益 12,211 経常収益（イ”） 1,651,882

営業費用 1,895,782千円 営業外費用 29,274 経常費用（ロ”） 1,925,056

▲ 273,174営業損益 ▲ 256,111千円 営業外損益 ▲ 17,063 経常損益

千円 営業外費用 14,178 経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 7,732,752.2 経常収支率 77.29 ％

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 7,795,305.6 経常収支率 85.97 ％

事業者名 昭和自動車株式会社 平成29年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※
)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,678,760千円 営業外収益 8,390 経常収益（イ） 1,687,150

営業費用 2,160,554千円 営業外費用 22,447 経常費用（ロ） 2,183,001

▲ 14,057 経常損益 ▲ 495,851営業損益 ▲ 481,794千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,676,586千円

1,963,896

営業損益 ▲ 273,132千円 営業外損益 ▲ 2,314 経常損益 ▲ 275,446

営業外収益 11,864 経常収益（イ’） 1,688,450

営業費用 1,949,718
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な
事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の
前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、基準期間の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込
額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事
業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄につ
いては、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるように
すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３
節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によ
ること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 ％ 0円  ％

(1) 記載要領

163,882,396円 0円 0. ％ 163,882,396円 100 ％ 0円

15,478,565円

6,834,624円

15,429,325円

29,289,785円

合計 171,542,396円

17,604,214円

5,273,184円

7,291,593円

17,446,999円

16,967,729円

23,941,918円

北九州

15,984,460円

市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の
具体的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブロッ
ク名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国庫補助
額を控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 【平成28･29・30年度】

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

算定式

対象人口×150円×0.7＋250万円

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳
を基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

国庫補助上限額

7,660

対　象　人　口

49,149

162人 志摩姫島 離島振興法

市町村名 糸島市

人　口

人口集中地区以外 49,149

交通不便地域 162

人　口 対象地区 根拠法
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表６　車両の取得計画の概要
【平成29年度】

都 道 府 県
（市区町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

糸島市 昭和自動車株式会社 ４台 5,325

【平成30年度】

都 道 府 県
（市区町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

糸島市 昭和自動車株式会社 ４台 5,199

【平成31年度】

都 道 府 県
（市区町村）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

糸島市 昭和自動車株式会社 ４台 2,138
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（平成 29年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

0 円 . ％合計 円 . ％ 円 0 円

負担割合

0 0 北九州

円 . ％

円 . ％ 円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

 円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

計 0 0 千円 0

補助対象経費（千円）
国庫補助金

内定申請額（千円）
補助ブ
ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の
具体的概要ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

円 0.0

0.00% 円 0.0

1 0.00%

国庫補助金内定
申請額（千円）

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

申請番号
金融費用補助対
象額（円）

償還期間
（月）

借入利率（％）
年利

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費

0 千円 0 00 0 0 0 0 0計 0 0 0 0 0

0 円 0.0 00 0 0 0

0 円 0.0 0

0

0 0 0 0 円1 0

円

ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）
  ﾍ× (0.5or0.4)＝ﾄ
（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ

ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ
ｲ ﾛ ﾊ

償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費
国庫補助金
内定申請額
（千円）申請番号

実費購入予定費（円）＊消費税を除く 実費購入予定費合
計額から備忘価格
を控除した額（円）

ﾎと限度額のうち
少ない方の額
（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円）

ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ

.

購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）

北九州 1 ノンステップ

.

事業者名 昭和自動車株式会社

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申

請番号
車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)
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２年目以降（平成 29年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 . ％

円 . ％

合計 円 . ％ 円 0 円 0

円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

10,652 5,325
. ％ 円 . ％ 円 . ％

負担額 負担割合 負担額 負担割合負担割合

円 . ％  円

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額

補助対象経費（千円）
国庫補助金

内定申請額（千円）
補助ブ
ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の
具体的概要

120.4

計 27,301,700 648 千円 324

67.9

4 11,000,000 12 17 28 2.50% 2.50% 240,970 円

3 5,433,900 12 34 45 4.82% 2.50% 135,847 円

67.9

2 5,433,900 12 34 45 4.82% 2.50% 135,847 円 67.9

1 5,433,900 12 34 45 4.82% 2.50% 135,847 円

補助対象経費
国庫補助金

内定申請額（千円）

ｱ×1/2=ｻ
（自） （至）

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000

元利均等

申請番号
金融費用補助対
象額（円）

償還期間
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率（％）

計 50,021,280 26,175,890 10,004,256 0 10,004,256

4 15,000,000 11,000,000

16,171,63410,004,256 10,004,256 48 10,004 千円 5,001.0

3,000,000 12 3,000,000 円 1,500.0 8,000,000

1,167.3 2,723,878

3 11,673,760 5,058,630 2,334,752 0 2,334,752 2,723,8782,334,752 2,334,752 12 2,334,752 円 1,167.3

2,723,878

2 11,673,760 5,058,630 2,334,752 0 2,334,752 2,334,752 2,334,752 12

2,334,752 2,334,752 12 2,334,752 円 1,167.31 11,673,760 5,058,630 2,334,752 0 2,334,752

2,334,752 円

ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費 国庫補助金

内定申請額（千円）
＊残存価格
（円）

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）
  ﾗ× (0.5or0.4)＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ

定額法

北九州 3 市街地循環線 11 11

北九州 4 九大線（波多江経由） 8 8

北九州 1 前原今宿線 7 7

北九州 2 市街地循環線 11 11

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番

号
当該年度 初年度
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（平成 30年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

0 円 . ％合計 円 . ％ 円 0 円

負担割合

0 0 北九州

円 . ％

円 . ％ 円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

 円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

計 0 0 千円 0

補助対象経費（千円）
国庫補助金

内定申請額（千円）
補助ブ
ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の
具体的概要ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

円 0.0

0.00% 円 0.0

1 0.00%

国庫補助金内定
申請額（千円）

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

申請番号
金融費用補助対
象額（円）

償還期間
（月）

借入利率（％）
年利

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費

0 千円 0 00 0 0 0 0 0計 0 0 0 0 0

0 円 0.0 00 0 0 0

0 円 0.0 0

0

0 0 0 0 円1 0

円

ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）
  ﾍ× (0.5or0.4)＝ﾄ
（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ

ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ
ｲ ﾛ ﾊ

償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費
国庫補助金
内定申請額
（千円）申請番号

実費購入予定費（円）＊消費税を除く 実費購入予定費合
計額から備忘価格
を控除した額（円）

ﾎと限度額のうち
少ない方の額
（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円）

ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ

.

購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）

北九州 1 ノンステップ

.

事業者名 昭和自動車株式会社

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申

請番号
車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)
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２年目以降（平成 30年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 . ％

円 . ％

合計 円 . ％ 円 0 円 0

円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

10,401 5,199
. ％ 円 . ％ 円 . ％

負担額 負担割合 負担額 負担割合負担割合

円 . ％  円

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額

補助対象経費（千円）
国庫補助金

内定申請額（千円）
補助ブ
ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の
具体的概要

83.9

計 17,169,464 397 千円 198

38.2

4 8,000,000 12 29 40 2.50% 2.50% 167,942 円

3 3,056,488 12 46 57 3.72% 2.50% 76,412 円

38.2

2 3,056,488 12 46 57 3.72% 2.50% 76,412 円 38.2

1 3,056,488 12 46 57 3.72% 2.50% 76,412 円

補助対象経費
国庫補助金

内定申請額（千円）

ｱ×1/2=ｻ
（自） （至）

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000

元利均等

申請番号
金融費用補助対
象額（円）

償還期間
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率（％）

計 50,021,280 16,171,634 10,004,256 0 10,004,256

4 15,000,000 8,000,000

6,167,37810,004,256 10,004,256 48 10,004 千円 5,001.0

3,000,000 12 3,000,000 円 1,500.0 5,000,000

1,167.3 389,126

3 11,673,760 2,723,878 2,334,752 0 2,334,752 389,1262,334,752 2,334,752 12 2,334,752 円 1,167.3

389,126

2 11,673,760 2,723,878 2,334,752 0 2,334,752 2,334,752 2,334,752 12

2,334,752 2,334,752 12 2,334,752 円 1,167.31 11,673,760 2,723,878 2,334,752 0 2,334,752

2,334,752 円

ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費 国庫補助金

内定申請額（千円）
＊残存価格
（円）

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）
  ﾗ× (0.5or0.4)＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ

定額法

北九州 3 市街地循環線 11 11

北九州 4 九大線（波多江経由） 8 8

北九州 1 前原今宿線 7 7

北九州 2 市街地循環線 11 11

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番

号
当該年度 初年度
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表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（平成 31年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

0 円 . ％合計 円 . ％ 円 0 円

負担割合

0 0 北九州

円 . ％

円 . ％ 円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

 円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

計 0 0 千円 0

補助対象経費（千円）
国庫補助金

内定申請額（千円）
補助ブ
ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の
具体的概要ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

円 0.0

0.00% 円 0.0

1 0.00%

国庫補助金内定
申請額（千円）

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

申請番号
金融費用補助対
象額（円）

償還期間
（月）

借入利率（％）
年利

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費

0 千円 0 00 0 0 0 0 0計 0 0 0 0 0

0 円 0.0 00 0 0 0

0 円 0.0 0

0

0 0 0 0 円1 0

円

ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）
  ﾍ× (0.5or0.4)＝ﾄ
（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ

ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ
ｲ ﾛ ﾊ

償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費
国庫補助金
内定申請額
（千円）申請番号

実費購入予定費（円）＊消費税を除く 実費購入予定費合
計額から備忘価格
を控除した額（円）

ﾎと限度額のうち
少ない方の額
（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円）

ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ

.

購入等予定
年月

購入等の種別
（現金、割賦、リース）

北九州 1 ノンステップ

.

事業者名 昭和自動車株式会社

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申

請番号
車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)
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２年目以降（平成 31年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

円 . ％

円 . ％

合計 円 . ％ 円 0 円 0

円 . ％ 円 . ％ 円 . ％

4,277 2,138
. ％ 円 . ％ 円 . ％

負担額 負担割合 負担額 負担割合負担割合

円 . ％  円

ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額

補助対象経費（千円）
国庫補助金

内定申請額（千円）
補助ブ
ロック
名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の
具体的概要

46.5

計 6,856,865 110 千円 55

2.9

4 5,000,000 12 41 52 2.50% 2.50% 93,025 円

3 618,955 12 58 60 0.95% 0.95% 5,880 円

2.9

2 618,955 12 58 60 0.95% 0.95% 5,880 円 2.9

1 618,955 12 58 60 0.95% 0.95% 5,880 円

補助対象経費
国庫補助金

内定申請額（千円）

ｱ×1/2=ｻ
（自） （至）

ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000

元利均等

申請番号
金融費用補助対
象額（円）

償還期間
（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率（％）

計 50,021,280 6,167,378 4,167,378 0 4,167,378

4 15,000,000 5,000,000

2,000,0004,167,378 4,167,378 48 4,167 千円 2,083.0

3,000,000 12 3,000,000 円 1,500.0 2,000,000

194.5 0

3 11,673,760 389,126 389,126 0 389,126 0389,126 389,126 12 389,126 円 194.5

0

2 11,673,760 389,126 389,126 0 389,126 389,126 389,126 12

389,126 389,126 12 389,126 円 194.51 11,673,760 389,126 389,126 0 389,126

389,126 円

ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費 国庫補助金

内定申請額（千円）
＊残存価格
（円）

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）
  ﾗ× (0.5or0.4)＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ

定額法

北九州 3 市街地循環線 11 11

北九州 4 九大線（波多江経由） 8 8

北九州 1 前原今宿線 7 7

北九州 2 市街地循環線 11 11

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番

号
当該年度 初年度
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